
別表 木材産業等高度化推進資金の利率

令和６年９月２４日施行

１億円

特認２億円

［素材の年平均生産量　10,000m3以上］

短期資金 ［素材の年平均引取量　15,000m3以上］

１．６５ 短期資金 ［木材製品の年平均引取量　20,000m3以上］

（１．５５） １ 特認４億円

［１．３５］ 〈－〉 ［素材の年平均引取量　30,000m3以上］

［木材製品の年平均引取量　40,000m3以上］

特認５億円

［素材及び木材製品の年平均引取量　50,000m3以上］

短期資金

１億円

［１．３５］

短期資金
短期資金

１億円

１
［１．３５］

〈－〉
特認２億円

［ＪＡＳ無垢材の製造を行う者］

短期資金
５千万円

特認１億５千万円
１．６５

［造林の年間施業面積　500ｈａ以上］

短期資金

１
１億円

短期資金 〈－〉

（１．５５） 特認２億円

［１．３５］ ［素材の年間平均生産量　10,000m3以上］

３億円

短期資金
短期資金

１

［１．３５］
〈－〉

注１： 貸付利率における（　）は３倍協調資金の利率、［　］は２倍協調資金の利率。

注２： 貸付期限における〈　〉は据置期間であり、償還期間に含む。

注３： 貸付限度額における［　］は貸付限度額の特認条件。

注４：　手形書換が行われる場合であっても当該貸付の期間中（認定期間）は当初貸付時における利率を適用する。

特認４億円

［協定等に基づく素材又は木材製品の販売価格が、協定等締結時
から５パーセント以上低下しており、かつ、当面の間、当該価格が
協定等締結時の価格まで回復しないと見込まれる場合にあって
も、借受者の償還が適切に行われると認められること］
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